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１．通行条件の見直しの概要
２．条件書など該当帳票とその変更点について
３．運用開始にあたっての留意事項
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１．通行条件見直しの概要

■誘導車配置等条件

重量に関する条件 寸法に関する条件

Ａ 特別な条件を付さない。 Ａ 特別な条件を付さない。

Ｂ
橋梁、高架の道路その他これらに類する構造の道路（以下「橋梁等」とい

う。）を通行するときは、徐行をすること。
Ｂ

屈曲部、交差点、幅員狭小部又は上空障害箇所を通行するときは、徐
行をすること。

Ｃ

Ｃ条件の付された橋梁等については、以下を条件とする。

① 徐行をすること。

② 他の車両との距離を確保することによって、通行する車線の一の径間
を同時に通行する他の車両がない状態で通行すること。

③ ②のため、許可車両の後方に１台の誘導車を配置し通行すること。

Ｃ

（屈曲部、幅員狭小部、上空障害箇所）

Ｃ条件の付された屈曲部、幅員狭小部又は上空障害箇所については、以
下を条件とする。

① 徐行をすること。

② 対向車等との衝突、接触その他の事故の危険を生じさせない状態で通
行すること。

③ ②のため、許可車両の前方に１台の誘導車を配置

し、その連絡又は合図を受けて通行すること。

（交差点）

Ｃ条件の付された交差点を左折又は右折するときは、以下を条件とする。

① 徐行をすること。

② 対向車等との衝突、接触その他の事故の危険を生じさせない状態で通
行すること。

③ ②のため、許可車両の前方に１台の誘導車を配置

し、その連絡又は合図を受けて、誘導車に続いて左折又は右折すること。

Ｄ

Ｄ条件の付された橋梁等については、以下を条件とする。

① Ｃの各条件

② 隣接車線の前方（隣接車線が同一方向の車線である場合は後方）を十
分に確認し、他の車両が隣接車線を通行しようとしているときは橋梁等
への進入を控えることなどによって、可能な限り、隣接車線における一の
径間を同時に通行する他の車両がない状態で通行すること（すれ違い、
追越し等によってやむを得ず他の車両が一の径間を通行することとなる
ときは一時停止すること。）。

（注）徐行とは、車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。
（注）誘導車は、特殊車両以外の車両で、国土交通省が提供するオンライン教材による講習又はこれに準ずるものとして国土交通省の

ホームページに掲載された講習を受講した者（有効な受講修了書を有する者に限る）が運転するものであることを確認できるものに
限る。

〇特殊車両の通行許可に付される誘導車の配置条件が合理化されます。
〇道路の構造の保全や交通の危険防止に支障のない場合は、交差点等においては前
方、橋梁などにおいては後方に１台を配置することで、通行が原則可能になります。
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２．条件書など該当帳票とその変更点について

■条件書、条件書（往路）、条件書（復路）の変更点（左：現行、右：通行条件見直し後）

寸法B条件寸法B条件

寸法C条件

現行
重量A条件・寸法C条件

通行条件見直し後
重量A条件・寸法C条件

寸法C条件

誘導車を前後に配置

現地標識に
従う指示

現地標識に
従う指示

〇通行条件の見直しを受け、下記帳票の記載事項が変更となります。（許可済みを除く）
・条件書、条件書（往路）・条件書（復路）
・条件書（経路毎）
・条件書（裏面）



〇条件書（経路毎）については、寸法C条件のとき通行条件が障害種別により異なるた
め、「C・D条件箇所一覧」もあわせて参照いただくこととなります。
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２．条件書など該当帳票とその変更点について

■条件書（経路毎）の変更点（上：現行、下：通行条件見直し後）

条件書を参照のこと

（記載なし）

C・D条件箇所一覧を参照のこと

寸法C条件の場合、「C・D条件

箇所一覧」を参照いただく記載
が追加されます。

現行
重量D条件・寸法C条件

通行条件見直し後
重量D条件・寸法C条件



〇条件書（裏面）は、細かい記載の修正があります。
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２．条件書など該当帳票とその変更点について

■条件書（裏面）の変更点（左：現行、右：通行条件見直し後）

現行 通行条件見直し後

寸法B条件文言の変更

許可取り消し例



〇通行条件見直しの運用開始（令和3年3月29日）以降に許可される申請には、通行条
件見直し後の新しい条件書が添付されます。

〇令和3年3月29日までに許可発行される申請には、現行の条件書が添付されます。

３．運用開始にあたっての留意事項
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申請 添付される条件書

令和3年3月29日以降に許可発行 通行条件見直し後のもの

令和3年3月29日までに許可発行 現行のもの

■添付される条件書の切り替えについて



【参考】通行条件の見直しについて
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○特殊車両通行許可限度算定要領について（昭和53年12月1日 建設省道交発第99号、道企発第57号）

＜改正後＞ ＜現行＞



【参考】条件書記載内容の改訂について
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＜改正後＞ ＜現行＞



【参考】条件書記載内容の改訂について
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＜改正後＞ ＜現行＞



【参考】条件書記載内容の改訂について
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＜改正後＞ ＜現行＞
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